
新型コロナウィルス感染者発生に関するお知らせ【第三報】 

 

 この度は、職員の新型コロナウィルス感染症の発症に伴う外来診療休診等に

より、当院を利用する患者様、ご家族はじめ関係者の皆様には多大なご心配、

ご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。 

 

令和 3 年 4 月 22 日付「お知らせ」（第二報）でも公表しました関係職員「陰性」の検

査結果判明を受け、保健所とも協議し、外来を下記の通り再開いたします。 

 

〇外来診療 

外来 ： 4 月 26 日より通常通り診療となります。 

 

〇入院診療 

 入院診療は引き続き継続して行っておりましたが、新規入院及び転院相談等

も再開致します。 

 

～ 当院を利用する皆様へお知らせ ～ 

 今回の外来職員が発症する前に、症状がない新型コロナウィルス感染症の方が当院を受診さ

れていたことが確認されております。 

 新型コロナウィルス感染症は、感染していても症状が出ない場合もあり、また、発症する 2 日前

から人へ感染する可能性があるという特徴があります。 

病院職員は日頃から感染対策（ﾏｽｸ・ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ等）を行っておりましたが、残念ながら職員

1 名が感染してしまいました。 

今後もより一層、感染対策を徹底してまいりますが、当院を利用する皆様も日頃より感染の可

能性を高めるような行動の自粛、病院受診時の感染対策（手指消毒、マスク着用、ソーシャル

ディスタンスの確保）へのご理解とご協力を何卒よろしくお願い致します。 

医療提供体制を存続するべく、皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。 
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